理　由　書

　本市は、関東平野のほぼ中央、茨城県の南西部に位置し，東京都心部から約60km圏内、県都（水戸市）から約70km圏内にあり、東につくば市、西に八千代町、南に常総市、北に筑西市と接している。
　また、首都圏中央連絡自動車道の開通、国道294号の４車線化などの広域的な交通体系の整備により、飛躍的に高まる交通の利便性の向上を活かした新たな企業等の集積・立地が期待されている。

　今回の用途地域を変更するしもつま中央工業団地地区は、本市の広域交通軸となる国道294号と国道125号の交差部に近接して位置し、下妻市都市計画マスタープランにおいて、隣接する集落地や周辺環境に配慮しながら整備を進める地区として位置づけられ、首都圏中央連絡自動車道常総インターチェンジへのアクセス性が高いほか、令和４年３月に農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく工業等導入地区に位置付けられたことから、新たな工業団地として整備が進められ、造成工事までが完了している。
　また、用途地域を変更する箇所においては、多種多様な土地利用及び建築物の利用への需要や期待に適切に対応できるよう、工場施設だけでなく、宿泊施設や娯楽施設などの立地を許容する古沢地区の産業ゾーンとしての位置づけを踏まえ、その環境の整備を促進する。

　このようなことから、工業団地としての機能と企業の操業環境を適正に確保していくとともに、広域的な交通利便性の良さを活かした多様な土地利用の活用にも対応するため、本案のとおり用途地域を変更するものである。
